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医療保険の特定疾病療養受療と自立支援医療を併用する者の自己負担について 
 
 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく自立支援医療費については、

自立支援医療に要した費用のうち支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他

の事情をしん酌した額を控除して得た額（当該しん酌した額が自立支援医療に要した費用

の１００分の１０に相当する額を超える場合には、１００分の１０に相当する額）から、

医療保険等から給付される額を差し引いた額（別添１参照）を指定自立支援医療機関に支

払う制度となっているところである。 

しかしながら、今般、自立支援医療制度と医療保険の高額療養費の併給関係について、

指定自立支援医療機関における取扱いが不明瞭となっている事例が見受けられたため、下

記事項に留意の上、関係機関へ周知するとともに、自立支援医療費の適正な給付方に配慮

を願いたい。 

 

記 

 

１．指定自立支援医療機関における自己負担の徴収について 

自立支援医療の受給者から、自己負担として、受給者が負担すべき額を医療機関窓口

において徴収することとしているところである。 

このため、通院患者については、受給者が負担すべき負担限度額に達するまで、受診

毎に当該受診に係る医療費の１００分の１０相当額を限度として徴収することとなる。 

その結果、特定疾病療養受療の認定者（医療保険上の高額療養費の自己負担限度額は、

１診療報酬明細書あたり１万円）に対しての自己負担については、①１月あたりの負担

額、②当該月の自立支援医療に係る医療費の１００分の１０相当額の合計額、③高額療

養費の自己負担限度額（１万円）のいずれか一番低い額が徴収額となる。具体的な例に

ついては別添２を参照すること。 

 

２．都道府県等における連名簿等の審査について 

診療報酬の審査を委託している社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合

会においては、自己負担が適正に徴収されているかどうかの審査は行われないため、都

道府県等における自立支援医療に係る診療報酬の額の決定に際しての連名簿等の確認に

より、１による取扱いを行っていない場合は、指定自立支援医療機関あてに返戻又は過

誤調整を行うよう連絡する、又は、審査支払機関に過誤調整を依頼するなど、関係機関

と連携しつつ、自立支援医療費の適正な給付を図ること。 
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別添１

　ケース１
・健康保険　３割負担
・月額総医療費　４万円
・自己負担上限月額　５千円

障害者自立支援法第５８条に基づく給付対象額

× ＝ ・・・Ａ

障害者自立支援法第７条に基づき自立支援給付を行わない額(保険による給付額)

× ＝ ・・・Ｂ

自立支援医療費として給付する額(Ａ－Ｂ)

－ ＝

　ケース２
・特定疾病療養受療の認定者
・月額総医療費　２０万円
・自己負担上限月額　５千円

障害者自立支援法第５８条に基づく給付対象額

＞

－ ＝ ・・・Ａ

障害者自立支援法第７条に基づき自立支援給付を行わない額(保険による給付額)

＞

－ ＝ ・・・Ｂ

自立支援医療費として給付する額(Ａ－Ｂ)

－ ＝１９５，０００円 １９０，０００円 　５，０００円

高額療養費の自己負担限度額

１０，０００円
月額総医療費の３割
６０，０００円

５，０００円 １９５，０００円

保険給付

１９万円
（７割給付　１４万円　＋　高額療養費　５万円）

月額総医療費の１割
２０，０００円

自己負担上限月額
５，０００円

月額総医療費

月額総医療費
２０万円

１９０，０００円

Ａ Ｂ

自己負担上限月額

月額総医療費 高額療養費の自己負担限度額

２００，０００円 １０，０００円

２００，０００円

４０，０００円 ７０／１００ ２８，０００円

３６，０００円 ２８，０００円
ＢＡ

　８，０００円

月額総医療費
４０，０００円

自立支援医療の給付率
９０／１００ ３６，０００円

月額総医療費 保険の給付率

自立支援医療費の給付額の算定例

負　担
自　己

４千円

自立支援医療費

８千円

保険給付

２万８千円

月額総医療費
４万円

自立支援医療費

５千円

自己負担

５千円



別添２

　ケース１
Ａ指定自立支援医療機関窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３０８点 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月　７日(金) ４，５２３点 １９０円 ２，６９０円 ４，５２０円 ４，５２０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月１５日(土) ２，３０８点 ０円 ０円 ８６０円 ８６０円
４月１９日(水) ４，５２３点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，５００円 ５，０００円 １０，０００円 １０，０００円

　ケース２
Ａ指定自立支援医療機関窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ４，５２３点 ２，５００円 ４，５２０円 ４，５２０円 ４，５２０円
４月　７日(金) ２，６０８点 ０円 　４８０円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月１５日(土) ４，５２３点 ０円 ０円 ５６０円 ５６０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ４，５２３点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，５００円 ５，０００円 １０，０００円 １０，０００円

受診日(期間) 医療費(点数)

４月分の自己負担徴収額計

１　通院であって、院内処方かつ訪問看護を利用していない受給者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(月の当初から自立支援医療の認定を受けている方)

自己負担徴収額

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

特定疾病療養受療の認定者からの自立支援医療の自己負担の徴収例



　ケース１
Ａ指定自立支援医療機関(病院・診療所)窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３０８点 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月　７日(金) ２，６０８点 １９０円 ２，６１０円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３７９点 ０円 ０円 ２，３８０円 ２，３８０円
４月１５日(土) ２，３０８点 ０円 ０円 ４８０円 ２，３１０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ３９０円
４月２３日(日) ２，６７９点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，５００円 ４，９２０円 　７，７８０円 １０，０００円

Ｂ指定自立支援医療機関（薬局）窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月７日(金) ２，２１５点 ０円 ８０円 ２，２２０円 ２，２２０円
４月２０日(木) ２，２１５点 ０円 ０円 ０円 ２，２２０円

０円 ８０円 ２，２２０円 ４，４４０円

　ケース２
Ａ指定自立支援医療機関(病院・診療所)窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３７９点 ２，３８０円 ２，３８０円 ２，３８０円 ２，３８０円
４月　７日(金) ２，６０８点 ０円 　４００円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ２，３１０円 ２，３１０円
４月１５日(土) ２，３７９点 ０円 ０円 ４８０円 ２，３８０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ３２０円
４月２３日(日) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６７９点 ０円 ０円 ０円 ０円

２，３８０円 ２，７８０円 ７，７８０円 １０，０００円

Ｂ指定自立支援医療機関（薬局）窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，２１５点 １２０円 ２，２２０円 ２，２２０円 ２，２２０円
４月１５日(土) ２，２１５点 ０円 ０円 ０円 ２，２２０円
４月２８日(金) ２，２１５点 ０円 ０円 ０円 ２，２２０円

１２０円 ２，２２０円 ２，２２０円 ６，６６０円

注）

医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

調剤日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

２　通院であって、院外処方かつ訪問看護を利用していない受給者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(月の当初から自立支援医療の認定を受けている方)

受診日(期間)

４月分の自己負担徴収額計

調剤日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

　病院・診療所と薬局間での負担上限月額の管理については、受給者に交付されている自己負担
上限額管理表により行うこと。



　ケース１（院内処方かつ訪問看護を利用していない受給者であって、４月５日に承認を受けた場合）
Ａ指定自立支援医療機関窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３０８点 ６，９２０円 ６，９２０円 ６，９２０円 ６，９２０円
４月　７日(金) ４，５２３点 ２，５００円 ３，０８０円 ３，０８０円 ３，０８０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月１５日(土) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月１９日(水) ４，５２３点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円

９，４２０円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円

　ケース２（院外処方かつ訪問看護を利用していない受給者であって、４月５日に承認を受けた場合）
Ａ指定自立支援医療機関(病院・診療所)窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(月) ２，３７９点 ７，１４０円 ７，１４０円 ７，１４０円 ７，１４０円
４月　７日(金) ２，６０８点 ２，５００円 　２，６１０円 ２，６１０円 ２，６１０円
４月１１日(火) ２，３０８点 ０円 ２５０円 ２５０円 ２５０円
４月１５日(土) ２，３７９点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月１９日(水) ２，６０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２３日(日) ２，３０８点 ０円 ０円 ０円 ０円
４月２７日(木) ２，６７９点 ０円 ０円 ０円 ０円

９，６４０円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円

Ｂ指定自立支援医療機関（薬局）窓口での自己負担徴収額

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

４月　３日(火) ２，２１５点 ６，６５０円 ６，６５０円 ６，６５０円 ６，６５０円
４月１５日(土) ２，２１５点 ０円 ２，１４０円 ２，２２０円 ２，２２０円
４月２８日(金) ２，２１５点 ０円 ０円 １，１３０円 １，１３０円

６，６５０円 ８，７９０円 １０，０００円 １０，０００円

注） 斜体文字 は、自立支援医療の対象とならない部分である。

３　通院であって、手続きの関係により月の途中から自立支援医療の認定を受けている場合

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

調剤日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計

受診日(期間) 医療費(点数)
自己負担徴収額

４月分の自己負担徴収額計




